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平成２１年度業務実績評価調書：航海訓練所 
 

業 務 運 営 評 価（個別項目ごとの認定） 
 

項 目 評定結果 評定理由 意見 
中期計画 平成２１年度計画 

   １．業務運営の効率化に関する目

標を達成するためにとるべき措

置 

 
 船員教育のあり方に関する検討会報告及び整理合

理化計画を踏まえ、次のとおり組織運営の効率化を

進めている。 

 船員教育のあり方に関する検討

会報告を反映した航海訓練の体制

整備を進めるとともに、整理合理

化計画を踏まえ、必要な対応に積

極的に取り組む。 

（１）組織運営の効率化の推進 
    ・船員教育のあり方全般の見

直しに対応した航海訓練体

制を構築する。 
① 練習船における業務について 

 ・実習テーマ集（教科参考資料）の内容の大幅見直

しを行い、海技資格に拘わらず共通版として再編

し、補足説明資料の準備時間を軽減している。 
  ・練習船５隻体制への移行等

に対応した要員の縮減等を

進める。 

本事業年度の期間中（以下、「期

間中」という。）に以下を実施す

る。 

 

・船内の各部間や職員と部員の壁を乗り越えて、訓

練の役割分担を見直し、その結果を効率的な訓練

実施と訓練内容の充実に反映するための試行を

開始している。 

Ａ  ・船内組織と陸上組織を有効

に連携・機能させた効率的

な組織運営体制を確立す

る。 

① 練習船における業務について

、教科参考資料の再編や教官の

担当業務の見直しなど、業務遂

行の 適化を推進し、組織運営

の効率化を図る。 

  
② タービン練習船の代替について  
・タービン練習船の代替建造に向けた検討会におい

て、代船の基本仕様、内航新人船員像、内航船員

教育のあり方を検討し、とりまとめに参画してい

る。 

 
② 平成23年度までに、タービン

練習船の小型練習船への代替え

を図るよう、関係機関との調整

を行い、具体的な仕様を検討す

る。 

・平成22年度予算要求において、内航用練習船の

建造に必要な調査を行うための調査費を確保し、

具体的な仕様の検討準備を進めている。 

 ・タービン船の用途廃止に備え､タービン技術を含

めて必要とされるエンジニアリングを習得させ

るための実習や機材等について、タービン代替訓

練技術検討委員会に参画し、検討を開始している

。 
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 （２）人材の活用の推進    

 ・航海訓練実施のため必要な

役職員を確保する。 
・ 民間船社からの派遣教員を大幅に増加させ、

商船の現状を反映するなど、その知見を活用し

た訓練の充実が図られている。 

組織の一層の活性化を図るた

め、大学等の教育研究機関、海事

関連行政機関及び民間の海運会

社等の知見を活用する。 

国土交通省、教育研究機関、地方公共団体、民間

船社等との間で、目標を上回る69名の人事交流を

行い、各機関との連携の円滑化などの活性化を図っ

ている。（昨年度実績６２名） 

 
 ・大学等の教育研究機関、海

事関連行政機関及び民間

の海運会社等の知見を活

用して組織の一層の活性

化を図るため、２２０名程

度の人事交流を実施する。 

・ 期間中の目標及び昨年度の実績を上回る人事

交流を実施し、船内組織の活性化と訓練の充実

に努めている。 
Ｓ 期間中に、交流目的を明確にし

た44名程度の人事交流を実施す

る。 

 

民間船社からの教官派遣を、前年度の14名から  
26名へ増加させ、派遣教官の知見の活用などによ

って船内組織の活性化と訓練の充実を図っている。
 

 
 

 （３）業務運営の効率化の推進    

 ・ 燃料費高騰という厳しい環境の中で、コスト

意識を持って効率的な運航を工夫し、目標値を

上回るコスト抑制を達成している。 

① 一般管理費(人件費､公租公課

等の所要額計上を必要とする経

費及び特殊要因により増減する

経費を除く｡)について､中期目標

期間中の目標を達成するため､期

間中に6%程度の抑制を図る。 

① 旅費の効率的執行や光熱水料等の節減により、

中期計画の初年度予算（平成18年度）に対して

、一般管理費を約16％（11,016千円）抑制し

ている。 

① 一般管理費について、中

期目標期間中に見込まれる

当該経費総額（初年度の当

該経費相当分に５を乗じた

額。）を６％程度抑制する

。 

 
 
 ・ 一般管理費、業務経費ともに、目標値を大き

く上回る経費節減を達成している。   
 業務経費については、その６割を船舶の燃料費

と修繕費が占める中、燃料油高騰時に実施した効

率的な運航の結果、同予算額に対し約11％（19

3,418千円）抑制している。 

Ｓ また､業務経費(人件費､公租公

課等の所要額計上を必要とする

経費及び特殊要因により増減す

る経費を除く｡)について､中期目

標期間中の目標を達成するため､

期間中に2%程度の抑制を図る。

 また、業務経費について、

中期目標期間中に見込まれ

る当該経費総額（初年度当

該経費相当分に５を乗じた

額。）を２％程度抑制する

。 

 
 
 

 
  ② 実践的海事英語訓練について

、実行可能な訓練内容を民間に

業務委託することにより、民間

開放を継続して実施する。 

② 海事英語訓練の一部民間開放について、委託内

容を次の観点から見直したうえで、引き続き適切

に実施している。 

② 外航船員に求められる実

戦的な海事英語能力を高め

るための訓練を効率的・効

果的に実施し、その一環と

して同訓練の民間開放を推

進する。 

 
 
  

 ・外国人講師が行う海事英語訓練に教官が同席する

ことにより、相互の指導技術の向上と、より効率

的な訓練の実施に反映させる。 
Ａ 

  ・外国人講師の海事に関する理解を深め、かつ実習

生が講師と会話する時間をより多く確保できる

ようにするため、昼食や休憩の時間も活用する。
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  ③ 船員教育のあり方全般の

見直しに対応した航海訓練

業務の効率化を推進する。 

③ 船員教育のあり方に関する検

討会報告を反映するとともに、

整理合理化計画を踏まえた業務

運営の効率化を推進する。 

③ 業務運営の効率化推進を目的として、以下を実

施している。  
  

  ・前年度末になって確定した社船実習に進む実習生

の数を踏まえ、速やかに船員教育機関と協議しつ

つ、各練習船への配乗計画を見直し、効率的な訓

練の実施に努めている。 

 ・社船実習(民間船社の練習船によ

る実習)の実施状況・実施計画を

踏まえ、次年度以降の効率的な

航海訓練の実施計画に反映させ

る。 

 

Ａ ・社船実習生の若干増加により生じた余席を利用し

、海技資格が同一である実習生を一つの船に配乗

することにより、実習生数が増加する中、効率的

に訓練を実施できるよう配乗計画を立案してい

る。 

 
・遠洋航海等を希望しない者に対

する航海訓練の実施については

、船員教育機関の措置及びその

結果を見据え、配乗計画に反映

する。 

・商船系高等専門学校における航海訓練時期の見直

しの検討に参加している。 
 

 
     
    ２．国民に提供するサービスその

他の業務の質の向上に関する目

標を達成するためにとるべき措

置 

    
    
    

     
（１）航海訓練の実施    独立行政法人航海訓練所法(平成

11年法律第213号)第11条第1

号に基づき､対象となる学生、生徒

等(以下｢実習生｣という｡)に対し､

海運業界のニーズを反映した安全

で質の高い航海訓練を実施する。

   ―           ― ― 独立行政法人航海訓練所

法に基づき、対象となる学生

、生徒等に対し、海運界のニ

ーズを反映した安全で質の

高い航海訓練を実施する。 

   

  
 ＊（昨年同様）評価対象ではない

ので紙面の都合から記載省略  
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  (a) 三級海技士養成訓練課程

及び指導要領の見直し 
(a)  三級海技士養成訓練課程及び

指導要領の見直し 
(a) 三級海技士養成訓練課程及び指導要領の見直

し  ・ 外国人船員指揮監督能力、国際条約、社船実

習等の制度改革をサポートする教育現場体制が

よく機能している。 

    
 日本人海技者に求められ

る外国人船員指揮監督能力

の強化及び安全・環境に係

る管理能力の強化を目標と

し、以下の訓練内容の充実

・強化を図る。 

三級海技士養成にあっては引

き続き日本人海技者に求められ

ている外国人船員指揮監督能力

の強化及び国際条約等に対応し

た安全・環境に係る管理能力の

強化を目標とした訓練内容の充

実・強化を図る。 

外国人船員指揮監督能力及び国際条約等に対応

した安全・環境に係る管理能力の強化を図るため、

以下の内容を組み合わせて訓練を実施し、訓練内容

の充実・強化を図っている。 

 ・ 海事英語訓練における能力別のクラス分け、

外人講師の増加、独自開発教材の利用等の創意

・工夫により、試験結果が平均２０％上昇する

など、英語力を向上させている。 

 
 

  
① 海事英語訓練  ・ 社船実習において、意見交換・アンケート調

査を実施するなど、関係者間の連携強化により

、効果的な実施に努めている。 

  次のような工夫を加えることにより、海事英語

能力を向上させ、英語の必要性を改めて強く認識

させている。 

    ・管理能力向上に向けた実務

訓練  ・ 労働安全衛生マネジメントに着目し、能力向

上を図っている。 

社船実習制度の開始に伴い、

外航船社との実習の分担、実施

手法について、新たに意見交換

する機会を設け、効果的に実施

する方法を継続的に検討する。

   ・実践的コミュニケーション

能力を重視した海事英語訓

練 

訓練実施後の試験成績が、上半期では全体平均

で１６．３％、下半期では同じく２０．０％上昇

した。 

 ・ 船舶運航の安全管理に対する意識を高めてい

る。  
    ・ヒューマンエレメント等を

考慮した安全管理能力の付

与 

    
 ・英語力に応じたクラス分けのための試験導入   

・講師を増やし、1名当たりの実習生数を減少    ・ＳＯＬＡＳ条約、ＩＳＰＳ

コード、ＳＭＳ等、安全・

環境に係る国際的動向に対

応した訓練 

S ・英語力に応じた訓練内容の精査、資料の準備、

海事英語独特の内容の充実 
 

 
・訓練以外の時間も講師と共に過ごす指導   
・独自開発したWEB教材や市販の海事英語教材   

の活用推奨   
   

② 労働安全衛生マネジメント   
研究を通じて独自に開発したプログラムを活

用して安全管理能力の向上を図ることができ

るよう､教官用テキストを作成し、これを活用

して、実習生・乗組員515人に対し、演習を実

施している。 

  

  

  

  

  
   

③ 船舶運航の安全管理   
国際安全管理規則（ISMコード）の趣旨と規則

要求の概要について理解させた上で、安全管理シ

ステムの維持・改善に関する活動を経験させてい

る。 

  

  

  

（次頁に続く）  
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 社船実習に関して次を実施し、関係者間の連携強

化に努めている。  
  

 ・社船実習に係る関係実務担当者の練習船訓練

状況視察及び意見交換  
・社船実習連絡協議会への参画 前頁に記載 

・海事局が実施した社船実習生へのアンケート

調査結果を教官で共有 
 

実習生の技能の到達レベルを確実に引き上げる

ため、各船ごとの到達目標の作成について検討を

開始している。 
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  (b) 四級海技士養成訓練課程

及び指導要領の見直し 
(b)  四級海技士養成訓練課程及び

指導要領の見直し 
(b) 四級海技士養成訓練課程及び指導要領の見

直し  
    

 若年船員の即戦力化、安全

運航に係る能力強化及び環

境に係る管理能力の習得を

目標とし、以下の訓練内容の

充実・強化を図る。 

四級海技士養成にあっては、

若年船員の即戦力化、安全運航

に係る能力強化及び環境に係る

管理能力の習得を目標とし、継

続して訓練内容の充実・強化を

図る。また、実習生が船員とし

ての職業意識及び責任感を身に

付けるよう指導の工夫を図る。

即戦力化、安全運航に係る能力強化及び環境に係

る管理能力の習得を目標に、新たに以下の取組みを

実施している。 
 
 

  
 ・一人で船橋航海当直ができることを目標とする訓

練や出入港時に一人で甲板機器を操作できるこ

とを目標とする訓練 
 ・即戦力化を目指した実務訓

練  
 ・モーダルシフトを担う環境

にやさしい大量輸送機関

としての社会的な意義や

役割に基づく船員として

の職業意識及び責任感の

付与 

・教官が内航船研修で撮影し、編集したビデオや市

販の視聴覚教材の利用   
 新たに導入した指導要領の検

証を継続的に行う。 
・グループで行う作業において、実習生の中から責

任者を選出し、作業計画・立案から終了後の手仕

舞いに至るまで、グループとしてやり遂げる指導

 
  

小型練習船の導入に備え、内

航船社の意見を参考に、同船に

適した実習を効果的に実施する

方法を検討する。 

・内航船社の船舶管理実務者を練習船に招き、内航

海運の現状と海技従事者としてのキャリアパス

や関連業務を実習生に紹介 
Ａ ・航海当直能力向上のための

基礎技能訓練 
 ・「指差呼称」の徹底など安

全確認の体得 
 

 平成19年度に導入した指導要領の適正な運用を

確認するとともに、上記取組みや業界が求める新人

船員像を反映した指導要領等の見直しに着手して

いる。 

 

 
実習生の技能の到達レベルを確実に引き上げる

ため、各船ごとの到達目標の作成について検討を

開始している。 
 
内航船社のニーズを取りまとめるとともに、業

界が求める新人船員像を把握するための業界への

ヒアリングを別途実施し､内航用練習船において

実施すべき教育訓練の内容や方法を検討している

。 
 

6 
 



 
 (c)  実習生の適正な配乗計画と

受け入れ計画及び訓練の達

成目標 

(c) 実習生の適正な配乗計画と受

入計画及び訓練の達成目標 
(c) 実習生の適正な配乗計画と受入計画及び訓

練の達成目標 
 

 ・ 実習生の定員に対する充足率が80%を超えた

ことは、男女別やその他の事情を考慮すれば限

界に近い数字であり、養成課程が多岐化する中

で効率的かつ効果的な訓練が実施できるよう、

配乗計画の策定において関係者と連絡を密にと

るとともに、様々な検討、工夫を行うなど相当

の努力がなされている。 

   
  船員教育機関の養成定員の

変更及び科別、学年別受入実績

を踏まえた実習生の受入計画

を立案し、各船員教育機関の養

成目的及び関係法令の要件等

に基づいて配乗を計画する。 

船員養成機関の在籍者数調査の結果や社船実習生

数等を考慮し、より効率的かつ効果的な訓練が可能

となるよう､平成22年度の実習生配乗計画を作成

している。 

 ・船員教育機関の養成定員、

受入れ実績等を踏まえた

実習生の受入れ計画を立

て、各船員教育機関の養成

内容及び関係法令の要件

等に基づいて配乗を計画

する。 

 
 

  
 ・ 実習生全員の訓練終了を目指してきめ細かな

訓練を実施し、フォローアップする体制を整え

、また、メンタル面の支援を強化するなどの取

り組みを行って、９９％の修了率を達成してい

る。 

業界のニーズを反映しつつ、実習生全員の訓練課

程修了を目指し、次のような取組みを実施している

。 
  

 内航及び外航のニーズを反映

した実習生の知識・技能到達レ

ベルの達成を図るとともに、再

指導等の徹底により、全員の訓

練課程の修了を目指す。 

  ・一人で船橋航海当直ができることを目指した訓練

、オンボード操船シミュレータによる訓練、机上

での操船に関する演習を効率的・効果的に組み合

わせて実施 

 ・内航及び外航のニーズを反

映した実習生の知識・技能

到達レベルの達成を図る

とともに、再指導等の徹底

により、全員の訓練課程の

修了を目指す。 

 ・ 新型インフルエンザの流行があったにも拘わ

らず、周到な準備と隔離処置等により、訓練修

了への支障を回避している。 

 
  ・機器の整備実習において、事前に取扱説明書の調

査・検討を指導   

・知識試験に加えて実技試験を実施して到達レベル

を確認し、目標に達していない実習生に対してフ

ォローアップを徹底 
S  

 ・船員教育機関10校に職員を派遣し、訓練につい

ての事前説明を学生・生徒に対して実施し、その

機会に学生・生徒の状況などの情報を収集 
 

教官が実習生の態度、行動、表情に常に注意を払

い、必要に応じて面談するほか、産業カウンセラー

を練習船に派遣してカウンセリングを実施するなど

して、実習生のストレスや悩みの解消を図るよう努

めている。 
 

インフルエンザの船内流行の気配に対して、でき

うる限り蔓延防止に努め、訓練の修了に支障を生じ

る状況に至ることを回避している。 
 

これらにより、訓練課程全体での修了率は、99.

0％であった。 
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(d) 訓練機材の整備 (d) 訓練機材の整備 (d) 訓練機材の整備   

 ・ オンボード操船シミュレータ訓練のプログラ

ムを作成し、そのプログラムに効果があること

を確認している。更に、上級課程のプログラム

作成を開始している。 

・多人数かつ養成課程の異な

る実習生を一つの船で同

時に訓練する状況におい

て、実際の運航場面並びに

その運航場面を事前及び

事後に再現することを通

じて、効果的・効率的に訓

練を行うため、当所が開発

したオンボードシミュレ

ータ等の計画的な導入を

図る。 

オンボード操船シミュレータ

の青雲丸への新たな導入に向け

仕様書を作成する。 

青雲丸搭載用のオンボード操船シミュレータの

仕様書を作成している。  
  

  大成丸において、陸上勤務者も含めた航海科教官

によるオンボード操船シミュレータ研究会を開催

し、その意見交換を踏まえて、六級海技士（航海）

課程用の訓練プログラムを作成し、同課程の実習生

に対し実施して効果を確認するとともに、三級・四

級海技士（航海）課程用の訓練プログラムの作成を

開始している。 

 ・ 各種訓練機材の整備を行うとともに、これら

の機材を活用した新たな訓練プログラムを策定

しており、独自開発のＡＩＳシミュレータのネ

ットワーク化など、創意工夫がみられる。結果

として実習効果の増大に繋がっている。 

また、オンボート操船シミュレ

ータ訓練について、効果的・効

率的な運用方法を確立するとと

もに、これまでに養成したシミ

ュレータ訓練のインストラクタ

ーとなる教官を、シミュレータ

を搭載した練習船に効率的に配

置し､効果的な活用を図るほか、

継続してシミュレータのインス

トラクターの養成を推進する。

 
 
 
 
 ・ 国際ＶＨＦ無線電話シミュレータを、通信訓

練や海事英語を含めたコミュニケーション訓練

に効果的に活用したことは評価できる。 
 

   
 海技教育機構海技大学校との人事交流によるイ

ンストラクターの養成を継続するとともに、所内養

成にも努めている。 

・オンボードシミュレータに

関しては、インストラクタ

ーの養成とともに、民間か

らの人材の活用を検討す

ることにより、訓練効果の

向上を図る。 

 
  

 練習船に搭載している教材の

整備を図るとともに、海事英語

演習機材の導入を継続実施する

。 

S 国際条約に基づく資質基準システム（QSS）に

従って、各種機材・教材を維持・整備している。

   
 航海科用の自学自習教材として、作業場面の海

事英語教材や内航船での安全運航や環境保護に関

するビデオ教材などを新たに作成している。 

・社会環境・科学技術・運航

技術の進歩に合わせた航

海訓練が実施可能となる

よう、運航設備・訓練設備

の更新整備を実施する。 

 
独自に開発したＡＩＳ（船舶自動識別装置）シ

ミュレータをネットワーク化し、多人数教育に対応

した訓練プログラムを作成している。 
 

 
国際ＶＨＦ無線電話シミュレータを利用した通

信訓練プログラムを開発し、海事英語を含めたコミ

ュニケーション訓練を効果的に実施している。 
 
保守整備実技実習の支援教材として、実際の作

業過程の写真を収集するとともに、図面や取扱説明

書を調査し、作業に必要な知識・技能を効果的に習

得するための教材作成を開始している。 
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(e) 意見交換会の開催 (e) 意見交換会の開催  (e) 意見交換会の開催  

 ・ 目標を大きく上回る意見交換会を開催し、業

界のニーズの把握と訓練への反映に努めてい

る。 

・内航及び外航の初級船舶職員

に要求される技術レベル及

びその他のニーズを的確に

把握するための意見交換会

を年間１５回程度開催する。 

内航及び外航のニーズを的確

に把握するための意見交換会を1

5回程度開催するほか、海運業界

等の関係者が訓練現場を視察す

る機会を設けるとともに、内航船

員教育連絡会議、外航船員教育連

絡会議に参画することにより、海

運業界等との対話を積極的に行

い、連携強化の一層の充実を図る

。 

船員教育機関及び海運業界等との意見交換会を

43回、海運業界等の関係者が練習船の現場を視察

する練習船視察会を10回開催して、関係者の理解

を深めている。 

 
 
 ・ ヒアリングの実施により、業界が求める内航

新人船員像を明らかにし、訓練のあり方の見直

しに役立てている。 

 

S  この他、内航業界の協力を得て、内航用練習船

の建造に関するヒアリングを実施し、その結果や意

見交換会を通じて把握した内航業界のニーズなど

を比較し、ニーズの変化とその全体像の把握に努め

ている。 

 ・海運業界が訓練現場を視察す

る機会を設けること等によ

り、海運業界等との対話を積

極的に行い、連携を強化する

。 

 

  
  

(f)  実習生による評価 (f) 実習生による評価 (f) 実習生による評価   
 ・実習生による訓練評価により

、訓練に係る問題点を把握し

、速やかに改善する。 

訓練に係る問題点を把握し、速

やかに改善するため、実習生の種

類及び科並びに船種を選定した

うえ、訓練期間の初期及び終期に

、アンケート調査方式での実習生

による訓練評価を20回程度実施

する。 

実習生による訓練に係る評価をアンケート方式で

26回実施し、改善意見に速やかに対応するととも

に、アンケート実施の都度､その集計結果を船・陸間

情報通信システム上に掲載し、他の練習船での訓練

に反映できるようにしている。 

 
 

  
  

  ・実習生の種類及び科並びに船

種を選定したうえ、訓練期間

の初期及び終期に実習生に

よる訓練評価を年間２０回

程度実施する。 

 班別懇談会を開催し、実習生の希望や意見に対し

て速やかな対応を図るとともに、下船時の感想文の

内容に対しても必要に応じて速やかな対応を図るよ

う努めている。 

Ａ  

 
   
 QSSにより要求されるマネジメントレビュー（訓

練の質の維持・改善のため船内生活環境も含めた全

般の見直し）に向けて、これら実習生による評価や

意見、要望、感想などとそれぞれへの改善・対応の

実績を取りまとめている。 
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(g)  職員研修 (g) 職員研修  (g) 職員研修   

 職員の職務別及び階層別に求め

られる能力に応じた研修計画に

従い、効果的・効率的に研修を実

施し、職員の資質向上を図る。 

職員の能力・資質の更なる向上を図るため、次の

研修の組み合せ方を見直して、研修体系を改善して

いる。 

・職員の資質・能力の向上を図

り、人材の適切な配置に資す

るため、職員の階層に応じた

研修計画を策定し、もって組

織としての能力向上を図る

研修体制を構築する。 

 
 
 ・職員の経験・知識、部外研修などにより得た知見

などを活用した部内研修  期間中に、延べ100名以上の職

員に対し、内部研修及び外部への

委託研修を実施するとともに、海

事関連行政機関等から受け入れ

る研修員の知見を積極的に活用

した船内研修を実施する。 

 ・外部講師の招聘 
 ・外部研修機関への派遣など 

   
・航海訓練・研究活動の活性化

を図るため、計画的に世界海

事大学等の海外の教育研究

機関に留学させることを推

進する。 

 継続雇用制度の下、定年退職後も専門的経験・知

識を有する者を指導員として各練習船に派遣し、機

関部職員・部員の技術レベル向上を図るための研修

を延べ30名に対して実施している。 

 
 

職員１名の海外留学について、

国土交通省等の協力を得て継続

実施する。 A  
 国際条約で強制化される予定のリスクアセスメ

ントについて､外部講師を招聘して各練習船で集中

的に研修を実施し、その計画立案の担当者を外部機

関での研修に派遣している。 

 ・期間中に延べ５００名以上に

対し研修を実施する。 
 

 

 
期間中に、内部研修及び外部研修を合わせ、延べ

３３８名（海技職及び教育職の職員3１４名、行政

職24名）の職員に対し研修を実施している。 
 
平成21年2月から職員１名を世界海事大学に留

学させている。 
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(h)  安全管理の推進 (h) 安全管理の推進  (h) 安全管理の推進  

 ・船舶安全運航管理システム及

び船舶保安体制について、監

査などを通じて定期的に見

直しを行い、安全運航及び船

舶保安を維持するとともに、

海洋環境の保護を図る。 

・安全管理体制及び船舶保安体制

について、監査などを通じて定

期的に見直しを行い、海上にお

ける人命と船舶の安全を確保

し、船舶保安を維持するととも

に、環境の保護を図る。 

国際安全管理規則（ISMコード）に基づく安全管

理システム（SMS）及び国際船舶保安規程(ISPS

コード) に基づく船舶保安体制（SSP）について、

システムの維持・改善を図っている。 

・ 理事長出席の安全推進会議の定期開催、ヒヤ

リハット報告の推進などにより安全意識を高め

ており、その結果として、事故・故障等及び軽

微災害が減少している。 

 
 
 
 ・ 緊急対応について、組織として取り組んでい

る。 
SMSにリスクアセスメントを導入することが強

制化されることに備え、職員研修と練習船運航のリ

スクアセスメント活動を試行している。 

 
    

  ・新たに安全推進に特化する会議

を立ち上げ、船・陸職員が一丸

となって安全を一層推進する体

制を強化する。 

・自主的に導入した船舶安全運

航管理システムについて、更

に国際安全管理規則（ＩＳＭ

コード）認証を任意取得する

ことで、同システムの透明性

・客観性を確保するとともに

、組織内の安全風土を確立し

、緊急事態に係る演習を実施

するなど､安全管理体制のよ

り一層の充実と海難を含む

事故防止の徹底を図る。 

 
  

安全推進会議を２回開催し、その成果として、ヒ

ヤリハット報告を17件から162件に増加させる

とともに、それらの分析によりヒヤリハット報告の

重要性を再確認している。 

  
  

   
  ・安全管理システム(SMS)に係る

内部監査を適正かつ積極的に

実施し、安全に関する自己点検

・評価体制を維持する。 

 
  

SMSに係る監査計画に従って、各船及び陸上の

担当部門に対する監査を実施し、その際に行った意

見交換の結果や年次審査における検査官の指摘を、

SMSの見直しに反映させている。 

  
 

S  また、民間の海運会社との相互

協力体制を継続する。   
    民間内航船社との協定に基づき、職員が船社のR

O/RO船に乗船して意見交換を行い、その結果を安

全運航や安全教育の改善などに反映するよう努めて

いる。 

 ・組織内安全風土の醸成に向けた

活動を推進するとともに、緊急

対応能力の維持・向上を図るた

め練習船の重大事故等を想定

し緊急事態演習を実施する。 

・ＩＴの活用を含めた陸上から

の船隊支援体制を以下のと

おり強化する。 

 
 

 
 

 
 ①台風等対策支援チームの

設置 
  

 
 緊急対応能力強化週間（海王丸海難事故の日：10

月20日から1週間）において、銀河丸と陸上部門と

の合同緊急対応訓練を、海事局並びに海上保安庁の

協力を得て実施している。 

  ②台風等に係る避泊地情報

データベースの充実 
 

 ・安全管理システムに従い台風等

対策支援チームを編成し、陸上

から必要な支援を行う。 

 
 ③船陸間情報通信ネットワ

ークの強化 
 

   
    台風18号、台風20号及びチリ沖地震に伴う津波

に対して、台風等対策支援チームを編成して、必要

な情報を提供し、各練習船を支援している。 

 ・健康保持増進計画を策定し、そ

の活動を推進する。引き続き、

産業医との連携を図りつつ、特

に現行の生活習慣病及び依存

症予防の対策を検証し見直し

を行う。 

・毎年新たな目標を定めて策定

する健康保持増進計画に基づ

き、心身両面にわたる乗組員

・実習生の健康保持増進活動

を推進し、特にメンタルヘル

スに関する相談・指導・助言

体制を充実する。 

 
 

 
   
 

 平成21年度航海訓練所健康保持増進実施計画を

策定し、各練習船ごとに健康保持増進実施計画を策
 

 
 （次頁に続く） 

定・実施している。  
また、昇任研修及び訪船カウ
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   ンセリング時の講習を通じて

パワーハラスメント等に対す

る教育を充実させる。 
 定期健康診断における有所見者（船員）に対して

船内指導を行うとともに、改善が見られない者には

産業医の直接指導を行うことを周知している。 
 

  
  

 船員の昇任研修において、パワーハラスメント等

に関する教育を実施している。  
  

 産業カウンセラーの各船への派遣を計画的に行

い、乗組員全員を対象とする講話などを実施したう

え、メンタルな悩みが窺える採用後間もない乗組員

に対してカウンセリングを実施している。 

 
 
前頁に記載

  
メンタルヘルスケアの研修を受講した教官が中

心となって実習生・乗組員のメンタルな悩みを聞く

ように努め、必要に応じて産業カウンセラーのアド

バイスを得ている。 
 
新型インフルエンザについて､船陸一丸となった

対応体制を整え、船内に感染者が発生した際、実習

生の居室の編成替えによる隔離、航海スケジュール

の変更、陸上からの支援者の派遣などの対応可能な

すべての対応策を講じて、被害を 小限に食い止め

ている。 
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(i)  自己点検・評価体制の確立 (i) 自己点検・評価体制の確立 (i) 自己点検・評価体制の確立   

  ・自己点検・評価の質の向上を

図るため、その体制の改善を

図る。 

航海訓練に関する自己点検・評

価体制を適確に維持するため、教

育査察及び資質基準システム（Q

SS）内部監査を計画的に実施す

る。 

 年度当初の計画に基づき、5隻の練習船に対する

教育査察及びQSSによる監査を実施している。  
   

 ・訓練による実習生の知識・技

能到達レベルを明確にする

など、訓練内容の透明性を高

めるとともに、新たに導入さ

れた国際基準による訓練体

制全般の評価システムを活

用して訓練の質の一層の向

上を図る。 

教育査察については、組織のトップと乗組員との

意見交換の充実を図るとともに、訓練の質の維持・

改善に資するため、査察の評価結果を各船に迅速に

周知している。 

 また、システムを効果的・効率

的に運用するため、運用マニュア

ルを検討し、資質基準システムの

チェック機能を強化する。 

 
 

 

A  QSSについては、内部監査により、訓練に関す

る軽微な不適合を速やかに是正している。 
 また、昨年度末のマネジメントレビューによる維

持・改善のための決定事項に対する取組状況の把握

に努め、当該決定事項の示し方について意見交換を

行い、今年度末の同レビューに反映している。 

 

 
QSS運用マニュアルの見直しを行って、練習船

における責任者を訓練の企画立案担当者から統括

者に変更し、その責任及び権限をより明確にすると

ともに、実習満足度の監視・測定方法の改善を図る

など、システムのチェック機能を強化している。
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  （２） 研究の実施   

   独立行政法人航海訓練所

法に基づき、航海訓練に関す

る研究を実施する。 

独立行政法人航海訓練所法第1

1条第2号に基づき、航海訓練に

関する研究を実施する。 
   
   
     研究の実施に際しては､グ

ループ研究体制の強化・充実

を図り、共同研究と併せ船員

教育訓練及び船舶運航技術

に関する研究活動を重点的

に実施し、研究成果を航海訓

練に活用する。 

研究の実施に際しては、実船に

よる航海訓練の機会を活かす独

自性を踏まえ、グループ研究体制

の強化・充実を図りつつ、共同研

究と併せ船員教育訓練及び船舶

運航技術に関する研究活動を重

点的に実施し、研究成果を航海訓

練に活用する。 

   
   －           － － 
   

 
＊ 評価対象ではないので紙面 以上に関連し、期間中に以下の

達成を図る。 の都合により記載を省略 

 
 (a)  研究件数 (a) 研究件数 (a) 研究件数  

  期間中、新規項目及び継続項目

を合わせて、独自研究については

18件（新規3件、継続15件）程

度、共同研究については15件（

新規3件、継続12件）程度を実施

する。 

新規独自研究6件、新規共同研究5件を承認す

る一方、前年度末で6件（独自5件、共同1件）の

研究を終了させている。 
 ・研究件数に関し、期間中３０

件程度の独自研究、２５件程

度の共同研究を実施する。 A  
 【平成２１年度研究件数】 

 ・独自研究19件（新規6件、継続13件） 
 ・共同研究17件（新規5件、継続 12件） 
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(b) 研究体制の充実と研究活動の活性化   (b)  研究体制の充実と研究活

動の活性化 
(b)  研究体制の充実と研究活動の

活性化   
 ・研究活動の質的向上及び研究

テーマの適正な選択に向け

て、評価体制を充実するとと

もに、外部研究機関等との研

究交流を拡大する。 

研究活動を活性化させるため、

グループ研究体制の確認・見直し

を継続して行う。また、幅広く外

部研究機関との連携を促進する。

各グループ研究の活動状況を確認し、研究成果

の発表を促進させるとともに、下記の新規研究を

立ち上げ、活性化を図っている。また、安全管理

教育に関する研究やシミュレータ訓練と実船訓

練等を組み合わせた訓練プログラムの研究等の

成果を航海訓練へ反映させている。 

 
 
 

  
・各研究成果の指標化を図る。  次に掲げるテーマに関する研

究を引き続き推進するとともに、

練習船乗組員の安全衛生（健康管

理）に資する研究を開始する。 

   
 環境と安全に重点を置き、以下のとおり共同研

究相手の範囲を拡大し、研究活性化に努めている

。 
 
 ・ヒューマンエレメント（オンボ

ード操船シミュレータの活用）  ・富山商船高等専門学校と蒸気タービンの教育訓

練に関する研究 ・地球環境保全  
 ・資質教育（心理学的見地を含め

た資質教育の検証） 
・海上技術安全研究所と協調型航行支援システム

に関する研究 
A  ・国立健康・栄養研究所と船内供食に関する研究

・水産大学校・日本油化工業(株)と燃料添加剤に

関する研究  

・東京海洋大学とバラスト水処理に関する研究 
 

また､以下の研究テーマを継続し､それぞれのテ

ーマの中で､新規に又は継続して、以下の研究を

実施している。 
・ヒューマンエレメント 

AISシミュレータを活用した実習訓練に関する

研究［新規］ 
・地球環境保全 

機走中における帆の活用に関する研究、燃費・

CO2低減に関する研究及びバラスト水処理に

関する研究［新規］ 
・資質教育 
 練習船における資質訓練に関する研究［継続］
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（３） 社会に対する成果の普及・

活用促進（付帯業務の実施） 
    
    
    独立行政法人航海訓練所

法に基づき、船員教育訓練及

び船舶運航関係の知識・技術

及び研究成果に関し普及・活

用を図る。 

   独立行政法人航海訓練所法第1

1条第3号に基づき、次の附帯業務

の実施を図る。 
   
   ―           ― ― 

    
組織の特徴を活用し、一般

国民に対する海事思想の普

及業務及び広報活動を推進

する。 
 

 (a) 技術移転等の推進に関する業務 (a)  技術移転の推進に関する

業務 
(a)  技術移転等の推進に関する業

務 
 

  ・ 計画を大幅に上回る研修員を受け入れ、職員

を派遣している。   ① 国土交通政策と連携す

るため、海事関連行政機関

及び国内外の船員教育機

関等から、期間中に１５機

関程度、合計３００名程度

の研修員を受け入れ､希望

に応じた内容の実施に努

めるとともに､ＩＭＯやＩ

ＬＯの動向を踏まえた新

たな研修を積極的に受け

入れる。 

① 海事関連行政機関及び船員教育機関からの要

請に応じ、12機関から延べ201名（年度目標

値の3倍以上）の研修員を受け入れている。 
 ・ ＩＭＯの会議に職員が出席し、国際条約の改

正の案文作成において中心的役割を果たすな

ど、貢献は顕著である。 

① 海事関連行政機関及び国内

外の船員教育機関等の要請に

応じ、10機関程度から、合計

 
  

 ・ 海外の政府機関等や業界からの要望を受けて

多数の職員を教育訓練のために派遣している。 

60名程度の研修員を受け入れ

、希望に応じた内容の技術移転

等の実施に努める。 

② 国外政府機関等並びに業界からの要望を踏ま

え、技術協力のため、以下の延べ21名の職員

を派遣している。 
 
 ・ 国際会合への参加を通じて、国際的連携の強

化に努めている。     ・二国間の承認船員制度に係る無線講習のため

の講師派遣（フィリピン、インド、ブルガリ

アへ計8回、延べ12名） 
・ 目標を上回る専門分野の委員派遣を行ってい

る。 

② アジア人船員国際共同養成

プロジェクトや承認船員制度

など国の施策に協力するとと

もに、国外の政府機関及び海事

関連機関等の要請に応じ、職員

を派遣する。 

S 
・ 海外との連携を強化し、国際協力や海上安全

に貢献している。 
  ・アジア人船員国際共同養成プロジェクトの実

施のためのアドバイザー派遣（フィリピンへ

計3回、延べ9名） 

  
  ② 海外の政府機関等の要

請に応じ、期間中に５名程

度の船員教育専門家を派

遣する。 

   
   

③ 専門分野の委員として２４名の職員を延べ 
  ③ 関係委員会等の要請に応じ、

専門分野の委員等として、延べ

19名程度職員を派遣する。 

5４の各種委員会等へ派遣している。 
    
  

④  海上安全委員会等IMOの会議に、1名の職員

が政府代表の一員として３回出席し、STCW条

約の包括的見直し作業に参画している。 

③ 関係委員会等の要請に

応じ、専門分野の委員等と

して、期間中に延べ９５名

程度職員を派遣する。 

   

  ④ 技術移転等を推進するため1

件程度の国際会議等に参画す

るとともに、世界海事大学(WM

  （次頁に続く）  
世界海事教育・訓練機関連合年次総会に2名
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 の職員が参加し、発表している。  U)留学経験者の人的ネットワ

ークや練習船の海外寄港地等

での交流などを通じて国際的

連携を強化する。 

  ④ 国際交流を拡充する。期

間中に６件程度の国際会

議へ参画するとともに、外

国の船員教育機関との交

流を図り、国際的連携を深

める。 

 世界海事大学（WMU）留学経験を有する海

事関係者の会合（スリランカにて開催）に職員

1名が参加し、船員教育に関して発表し､セッシ

ョンの議長を務めるなど、国際的連携の強化に

貢献している。 

 
  

 
 

   
 IMOの会議に出席した職員が英国、ドイツ及

びトルコの海事教育機関を訪問し、我が国の船

員教育システムに係るプレゼンテーションを

行うとともに、各国の情報収集に努めている。

前頁に記載

 

外地寄港地における表敬訪問、船長レセプシ

ョン等を通じて海事関係者と交流を行い、銀河

丸のホノルル停泊中には、カリフォルニア海事

大学の練習船と相互訪船等の交流を行ってい

る。 
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 (b)  研究成果等海事に係る知

見の普及・活用 
(b)  研究成果等海事に係る知見の

普及・活用推進 
（b）研究成果等海事に係る知見の普及・活用  

  ・ 目標を上回る論文発表及び学会発表を行って

いる。  ・研究活動に関してその成果を

定期的に刊行物として公開

する。 

・定期刊行物（調査研究時報及び

調査研究諸報）の内容及び刊行

形態の見直しを行い、幅広く研

究成果の普及を図る。 

調査研究時報及び調査研究諸報を、新たな調査

研究時報として一本化することにより、利用者に

とって利便性を高めるとともに、その第1刊を関

係先に配布し、研究成果の普及に努めている。

 ・ 学会において優秀講演賞を受賞するような、

質の高い研究を行っている。  
  ・ 国際的にも重要な課題となっている環境問題

の研究が多く、研究成果を外部に還元して社会

に貢献している。 

    ・研究成果の活用を推進するた

め、ホームページに各研究成

果の概要を掲載する。 
 ・研究発表会のあり方及び実施時

期を見直し、より一般に開かれ

た実施形態とする。 

研究発表会の開催時期を、年度末から9月期に

変更することにより、前年度の研究成果の早期発

表及び来訪者等の参加促進を図っている。 
  

  
    ・研究成果の積極的な情報開示

に努め、船員教育機関が取り

組むべき新たな教育訓練の方

法を広く提言する。 

 ・研究成果の活用を推進するため

、航海訓練所のホームページに

各研究成果の概要を掲載する。

研究項目の分類別に、「平成20年度研究報告

」及び「平成21年度研究計画」をホームページ

に掲載している。 

 
 

    
 ・船舶の運航技術、大気汚染を含

む海洋環境保護対策に関する

研究について、積極的に外部研

究機関と連携し、諸データ及び

その解析結果等を広く提供す

る。 

次の海洋環境保護対策に関する研究について、

諸データ等を共同研究者に提供している。 
・船舶の安全運航、海洋環境対

策等の船舶運航技術に関し

て練習船で取り組むことが

可能な研究は、積極的に外部

研究機関等と連携し、実船に

よる諸データ及びその解析

結果等を広く提供する。 

S ・「船舶の主機関及び発電機関から排出されるP

Mの特性調査」（水産大学校） 
 

・「燃料油添加剤による船舶の主機関及び発電機

関の燃費・CO2低減の調査」（水産大学校）
 

・「船舶の陸上電源供給による大気環境改善調査

」（東京都環境科学研究所）  
 

・研究終了項目及び継続項目から

6件程度の論文発表並びに6件

程度の学会発表を行う。また、

必要に応じて特許等の出願を

図る。 

・「バラスト水処理効果検証方法の検討」 ・３０件程度の論文発表並びに

３０件程度の学会発表を行

う。 

（東京海洋大学） 
・「データ放送の船舶における利用に関する研究

」（東京海洋大学及び鳥羽商船高等専門学校）また、必要に応じて特許の出

願を図る。  
 

9件の論文発表及び11件の学会発表を行って

いる。その中には、国際海事機構（IMO）におけ

る船員の教育訓練内容に関する議論に影響を与

える重要な国際学会への発表も含まれている。

 
 

学会発表のうち、1件は日本マリンエンジニア

リング学会において優秀講演賞を受けている。
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 (c) 海事思想普及等に関する業務 (c)  海事思想普及等に関する業務(c)  海事思想普及等に関する

業務 

 

 交通政策審議会海事分科会の答

申（平成19年12月）を受けて、

青少年が海に親しみ、海への関心

を高める機会を提供する。 

・ 目標を上回る回数の一般公開を実施し、１０万

人を越える見学者を受け入れるなど、昨年を上回

る実績を上げている。 

 

  交通政策審議会海事分科会の答申を受け、ま

た海事産業の次世代人材確保育成のため、次の

取組み、活動を行っている。 

国民の海への関心を高め

、海上輸送の重要性や航海訓

練を含めた船員教育の意義

・役割への理解を深めるとい

う観点から、当所が担うべき

海事思想の普及等に関する

業務の改善方策を検討し、海

運業界や他の船員教育機関

との連携を含め、より積極的

に海事思想の普及、広報の実

施を図る。 

 
 ・ 海事関係イベントへの参加、シップスクール、

咸臨丸のサンフランシスコ寄港１５０周年記念行

事に関するプレスリリ－ス、多数の広報物の発行

等、あらゆる機会を捉えて積極的に海事思想の普

及を図っている。 

  また、海事産業の次世代人材確

保育成のため、海事・港湾関係機

関、海運業界及び他の船員教育機

関との連携を深めた取り組みに

ついて、一層の推進を図る。 

 ・寄港地において１９回の海事関係イベントに

参加している。（20年度は９回）  
  

 ・ 熱意を持った活発な活動は高く評価できる。 ・「元気アップ！神戸キャンペーン」の一環と

して、神戸港で練習船関係展示物を公開して

いる。 
  その他、イベントへの参加、及

び一般公開等を継続実施する。   

    

  ・海フェスタ等の海事関係イベン

トに参加するとともに、寄港地

において練習船や当所、及び航

海訓練に関する広報活動を行

う。 

・東京みなと祭、横浜開港祭、海フェスタよこ

はまの各イベントにおいて、広報ブースを設

営し、広報を実施している。 
  

 
 

S ・国や地方自治体主催の各種

イベント等に、集客力の高

い練習船を活用して積極

的に参加し、地域と連携し

て海事思想の普及を図る

こととし、一般公開及び練

習船見学会を年４５回程

度実施する。 

  
 ・一般公開等を31回実施し、108,012名が見

学し（２０年度は25回、102,102名）、パ

ンフレットを180,770部配布している。 
   

 ・練習船の寄港地における一般公

開を25回程度実施する。 
 

   
   ・練習船見学会を、見学者の年令や見学目的等

に合わせて16回実施し、1,126名を迎え入れ

ている。（20年度は31回、1,541名） 
  ・練習船の寄港地近隣の小中学校

児童等を対象とする練習船見

学会に関し、更なる質の向上を

図るため、実施内容を充実し、

20回程度実施する。 

  
    

・練習船機能を活かして、青

少年の体験航海を実施す

る。 

  ・訪問型海事思想普及活動を「シップスクール

」の一環とし、「シップスクール」を40回開

催し、3,073名が参加している。（20年度は

26回、2,774名） 

  

   
   ・訪問型海事思想普及活動を推進

する。 
・マスメディア、インターネ

ット、広報誌等を活用し、

業務成果を広く一般に発

信する。 

   
   ・「東京みなと祭」及び「春休み 海の子どもフ

ェスタ」のイベント期間においては、船の科

学館と連携したシップスクールを実施してい

る。 

  ・練習船を活用した体験型イベン

トを実施する。   
  （次頁に続く）  

  ・海王丸において青少年等の体験  
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 航海を実施する。 ・平成22年度、「咸臨丸サンフランシスコ寄港

150 周年記念行事」に帆船海王丸が参加する

にあたり、浦賀の小学校においてシップスク

ールを実施し、海王丸が子供たちのメッセー

ジをサンフランシスコの子供たちに運ぶ行事

について積極的にプレスリリースしている。 

  
 ・若年層にアピールするコンテン

ツの開発や、海事関係機関との

相互リンクなど、インターネッ

ト上での活動に力を入れる。 

 
 
 

   

 ・当所の情報や業務成果を、マス

メディア、ホームページ、広報

紙、航海訓練レポート（年度実

績報告）、パンフレット、研究

報告書及び研究発表会等を通

じ積極的に広報することで更

なる情報発信を行う。 

・体験型イベントについて、児童・生徒・青少

年を対象としたセイルドリルの船上見学を6

回に増やした（20年度は４回）ほか、練習船

見学会やシップスクールなどにおいて、プロ

グラムの内容充実を図っている。 

 
 
 
 

  
前頁に記載 ・海王丸において青少年等の体験航海を9回実

施し、104名が参加している。（20年度は

７回、100名） 
  
  

 
・ホームページでは、練習船見学会やシップス

クールなどの活動、実習生の生活や実習がわ

かるページを随時更新している。 
 
・適時のプレスリリースや、航海訓練レポート

・広報誌等の発行物により広報し、積極的に

情報の発信に努めている。 
 

・寄港地周辺の船員教育機関の生徒募集活動（

オープンキャンパス等）と連携して、セイル

ドリル船上見学や特別船内見学を実施し、入

学志望者の確保に寄与している。 
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 （４）業務全般に関する項目 （４） 業務全般に関する項目   
    
 内部統制・ガバナンス強化に向けた体制整備

として以下の取組みを実施している。 
内部統制の維持・充実や透明性

の確保等、今後の独立行政法人に

係わる法整備等を見据え、引き続

き内部統制・ガバナンスの強化に

向けた体制整備を推進するととも

に、研修等の機会を通じ、コンプ

ライアンスや内部統制に係る当所

の取組み等の周知徹底を図る。 

 
 ・契約監視委員会を設置し、契約等についての

監視機能を強化している。  
 ・監事監査を実施し、業務の適正化と透明性の

確保に努めている。  
 ・年度計画の実施状況について、モニタリング

を実施し、進捗状況を監視し、業務の改善に

努めている。 

 
 
 既に実施している次の項目につ

いては、より積極的に実施する。
・新たに組み直した職員研修体系にコンプライ

アンス管理に関する内容を含めている。  
 ・関連セミナー等へ担当者を参加させ、引き続

き関連情報の収集に努めている。 Ａ ・教育訓練業務、研究業務等を自

ら評価し、次年度に反映させる

ため、内部評価委員会を積極的

に活用する。 

 
 上記の取組みを以下の方法で所内に周知して

いる。 
 ・電子掲示板に掲示するとともに諸会議等にお

いて周知徹底している。 ・業務・マネジメントに関し国民

の意見募集を行い、業務運営に

適切に反映させる。 
・採用研修及び昇任研修等において、遵守事項

等を指導している。 
 ・理事長自らが査察等の機会をとらえ、各船職

員に対し内部統制について周知徹底を図って

いる。 
 

内部評価委員会を3回開催し、外部委員からの

助言や指摘を受け、業務内容の改善に努めてい

る。 
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３．予算，収支計画及び資金計画 （１） 自己収入の確保    
（１） 自己収入の確保 （１）自己収入の確保  乗船実習証明書再発行手数料、運航実務研修

に係る研修費、講師派遣料、教科参考資料の有

料配布及び海技士身体検査証明書の発行手数料

の収受を引き続き行うとともに、社船実習の開

始に伴い、社船に受け入れ困難な実習生を法人

が受け入れ、これに必要な訓練費用を船社から

収受することにより、自己収入の確保に努めて

いる。 

 組織の業務範囲において、

自己収入の確保を図る。 
海技士身体検査証明書等の発

行費用及び乗船実習証明書の再

発行手数料、運航実務研修に係る

研修費を収受する。船員教育機関

等からの訓練委託に係る受託料

の見直しに係る協議を継続する。

 
 具体的には、新たに海技士

身体検査証明書の発行費用

等の徴収を図ることとする。 

 
 
  

 

Ａ 
 

 船員教育機関等からの訓練委託に係る受託料

について、引き続き関連機関と協議を行い、単

価を引上げている。 
 
これらによる平成21年度の自己収入実績は1

01,72６千円であった。（対前年度70,88６千

円の増） 
 

  （２） 期間中の予算計画 （２） 期間中の予算計画 （２） 予算，収支計画及び資金計

画    

・ 予算 ・年度計画参照  予算は、計画にしたがい適正に執行されており

、監事による業務監査、会計監査が適切に実施さ

れ、規程に基づき適切に執行されている。 
・ 収支計画 ・年度計画参照  
・ 資金計画 ・年度計画参照  

    
［人件費の見積り］ 

Ａ 年度中総額3,620百万円を

支出する。 
 但し、上記の額は、常勤役

員報酬並びに職員基本給、職

員諸手当、超過勤務手当、休

職者給与及び国際機関派遣職

員給与に相当する範囲の費用

である。 
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  ４．短期借入金の限度額   

  ・ 予見し難い事故等の事由に

より、資金不足となる場合に

おける短期借入金の限度額

は、１，２００百万円とする

。 

予見し難い事故等の事由に限り

、資金不足となる場合における短

期借入金の限度額は、1,200百万

円とする。 

― ※ 平成２１年度該当なし。 
  

 
 
５．重要財産の処分計画     

・なし なし ― ※ 平成２１年度該当なし。 
    
６．剰余金の使途   今期における剰余金340百万円は、独立行政法

人通則法第44条第1項の積立金として適切に処

理している。 

 
・ 期間中に生じた剰余金は、

計画の達成状況を見つつ、施

設・設備・訓練機材等の整備

、安全管理の推進、研究調査

費に充てる。 

期間中に生じた剰余金は、計画

の達成状況を見つつ、施設・設備

・訓練機材等の整備、安全管理の

推進、研究調査費に充てる。 
Ａ  

  
 

    ７．その他主務省令で定める業務

運営に関する事項   （１） 施設・設備の整備 
（１）施設・設備に関する計画   内航用小型練習船の導入について、代船検討会

において代船の基本仕様を検討している。 （１） 施設・設備の整備     組織の目的の確実な達成の

ため、必要となる施設に関す

る整備計画を策定し、効果的

な業務運営を図る。 

  小型練習船の具体的な仕様を検

討する。 平成２２年度に内航用練習船の建造に必要な

調査を行うための予算を確保している。 Ａ  
① 東京港晴海桟橋の老朽

化に対する安全確保のた

めの改修工事を行う。 

 
 

② 効果的な訓練機材の配

備充実を図る。 
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（２） 人事に関する計画 

上記の各般の業務運営の

効率化を通じて、「行政改革

の重要方針」（平成１７年１

２月２４日閣議決定）を踏ま

え、前中期目標期間の 終年

度予算を基準として、本中期

目標期間の 終年度までに

人件費（退職手当等を除く。

）について５％以上の削減を

行う。 
また、国家公務員の給与構

造改革を踏まえた役職員の

給与体系の見直しを進める。 
 

（２） 人事に関する計画 
上記の各般の業務運営の効率

化を通じて、「行政改革の重要

方針」（平成17年12月24日閣

議決定）を踏まえ、前中期目標

期間の 終年度予算を基準とし

て、本中期目標期間の 終年度

までに人件費（退職手当等を除

く。）について5%以上の削減

を行う。また、国家公務員の給

与構造改革を踏まえた役職員の

給与体系の見直しを進める。 
 

 
 
 
 

Ａ 
 

（２） 人事に関する計画 
中期計画に掲げる人件費5％以上の削減は平成

18年度に達成している。 
 
役職員の給与体系は、業務の実績を考慮し、か

つ、社会一般の情勢に適合したものとなるよう定

められており、引き続き、国の対応を基本として

給与体系の見直しを進めている。 
 
高年齢者の雇用確保及び高度な技術経験の活用

の観点から、国の再任用制度等を勘案して平成２

１年１月から継続雇用制度を導入し、平成２１年

度は、１０名の継続雇用を行っている。 
 

 

 ＜記入要領＞・項目ごとの「評定結果」の欄に、以下の段階的評定を記入するとともに、その右の「評定理由」欄に理由を記入する。 

         ＳＳ：中期目標の達成に向けて特筆すべき優れた実施状況にあると認められる。 
         Ｓ ：中期目標の達成に向けて優れた実施状況にあると認められる。 
         Ａ ：中期目標の達成に向けて着実な実施状況にあると認められる。 
         Ｂ ：中期目標の達成に向けて概ね着実な実施状況にあると認められる。 
         Ｃ ：中期目標の達成に向けて着実な実施状況にあると認められない。 
        ・ＳＳをつけた項目には、特筆すべきと判断した理由として、他の項目における実績との違いを「評定理由」欄に明確に記述するものとする。 
        ・必要な場合には、右欄に意見を記入する。 



平成２１年度業務実績評価調書：航海訓練所 
 

総合的な評定 
 

業 務 運 営 評 価（実施状況全体） 

 

評定の分布状況（項目数合計：25 項目）                （25 項目） 

ＳＳ  ０項目  

Ｓ １０項目  

Ａ １５項目  

Ｂ  ０項目  

Ｃ  ０項目  

 

総 合 評 価 

 

（法人の業務の実績） 
  ・ 本法人の設立目的に沿って真摯、かつ、着実に業務を遂行している。 

  ・ 安全管理体制について、理事長をトップとする「安全推進会議」を定期的に開催することは、 

組織が本気になって一致して取り組むという姿勢を示すものであり、組織風土の醸成として効 

果的である。今後は１０倍増したヒヤリハット報告を分析し、再発防止策等今後の対策に活か 

すとともに、組織風土が風化しないような努力や工夫が求められる。 

  ・ 業務経費の抑制については、燃料油価格が高騰する悪環境の中、予算額に対して１１％の抑制 

が達成された点を評価する。今後も安全を確保しつつ、同様の努力が継続されることを望む。 

  ・ 本法人が多くの時間と労力をかけて行っている海事思想普及活動は多大な成果を上げている。 

この活動は海国日本にとって非常に重要であり、民間会社には量と質において、あまり多くを 

期待できないことから、引き続き本法人の活動に期待したい。 

・ 「咸臨丸記念行事」に海王丸が参加することについて、メディアに数多く紹介されたことで、 

航海訓練所が頑張っているというメッセージを発信できた。 

 
（課題・改善点、業務運営に対する意見等） 

・ 教育訓練の内容に関しては、業界のニーズを十分に取り上げ、それに対応した実習を実施する 

ことが重要である。 

  ・ 海事思想普及および次世代人材確保のため、全国の小・中学校へ現役の職員を派遣して講演を 

行うなど、今まで以上の対応を期待したい。 

 

（その他） 
・ 商船系大学においては、寮生活の経験が少なくなっており、団体生活によって人間を磨く機会 

として練習船とその教官が重要な役割を担っている。 

・ 燃料の調達については、先物取引等により安定的に購入する方法もあるのではないか。 

・ 船齢の古い船は修繕費がかさむため、使い続けるとむしろコストがかかる。練習船は特殊船で 

あり、鋼材の安い時期に合わせて建造することも困難であることから、長期的な代船建造計画 

が必要である。 

 

 

（評定理由） 総合評定 

 （SS , S , A , B , Cの５段階） 

評定の分布状況を踏まえ、中期目標の達成に向けて着実な実施 

Ａ 状況にあると認められる。 
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（独）航海訓練所 実績 評定 意見
①　事業仕分けにおける「訓練負担金を段階的に引き上げ
　のとる見直しを行う」とする評価結果を踏まえ、海事人材
　の確保の観点から教育機関としての魅力を失わないこと
　に配慮しつつ、訓練を委託している各教育機関と協議の
　上、今後も訓練負担金の段階的な引き上げを行っていく
　こととしている。
　　さらに、自己収入の増加を図る観点から、２２年度にお
　いては実習生に頒布する教科書の単価を約１．５倍（平均
　500円→777円）に上げることとしている。

　【実習生１人月の訓練負担金の推移】
　１５年度まで徴収せず
　１６年度～１９年度　3,000円
　２０年度　4,000円
　２１年度　5,000円
　２２年度　6,000円（各教育機関と調整中）

・　訓練負担金の段階的引上げ及び自己収入増加措
　置は実施すべきである。

② 法人が行っている航海訓練を民間の主体にゆだねた 国家として船舶職員の質 能力 技能を 定に保

総務省政独委「平成20年度における国土交通省所管独立行政法人の業務の実績に関する評価の結果等についての意見について」等への対応の実績
及びその評価

○政府方針等
①これまでに実施された事業仕分け（２
　１年１１月及び２２年４月）で当該法人
　に係る事項が対象となっている場合に
　は、事業仕分けの評価結果を踏まえ
　た対応
②業務・事業は、民間の主体にゆだね
　た場合には必ずしも実施されないおそ
　れがあるもの等に限定されているか。
③研究開発関係の事業をはじめとする
　他の独立行政法人等で類似の取組を
　行っている事業について、重複排除、
　事業主体の一元化や効率的な連携が
　図られているか。

平成２１年度業務実績評価調書　別紙：　航海訓練所

Ａ②　法人が行っている航海訓練を民間の主体にゆだねた
  場合、経営状況により当該事業から撤退する可能性が
  あり、継続的かつ安定的な船員養成は望めない。なお、
  自社船員等の訓練を行っているところもあるが、船員養
  成の全体の需要に応えられる規模にはなっていない。

・　国家として船舶職員の質、能力、技能を一定に保
　ち、安定的な供給を行うことに本法人の意義があ
　る。

③　国土交通省及び文部科学省の所管の各商船船員教
  育機関の学生及び生徒等に対する航海訓練を一元的に
　行う独立行政法人であり、他に類似の独立行政法人はな
　い。
　　また、法人においては、訓練方法の改善に資するため、
　航海訓練等に関する研究を専門的に行っている他、実船
　を使用した研究が主であるため、他の研究機関における
　研究内容とは重複しておらず、共同研究においても他の
　機関等との連携、役割分担を行っている。

Ａ

1



①　該当なし

②　事業の受益者の負担として、訓練負担金については
  海事人材の確保の観点から教育機関としての魅力を失
  わないことに配慮しつつ、訓練を委託している各教育機
  関と協議の上、実習生人月あたり4,000円から5,000円へ
  の引き上げを行っている。
　  その他、乗船実習証明書再発行手数料、運航実務研
  修に係る研修費、講師派遣料、教科参考資料の有料配
  布及び海技士身体検査証明書の発行手数料の収受を
  引き続き行ったほか、２１年度から開始された社船実習
  について、社船に受け入れ困難な実習生を受け入れ、
　これに伴う費用を船社から収受して自己収入の確保を
　図っている。

○保有資産全般の見直し
（実物資産）
①保有する建物、構築物、土地等につ
　いて、
ⅰ）法人の任務・設置目的との整合性、
　任務を遂行する手段としての有用性・
　有効性等、

①保有する建物、構築物、土地等について、

○練習船（海王丸除く）
ⅰ）法人の目的である各船員教育機関の学生及び生徒等
　　に対し、航海訓練のために使用している。
ⅱ）各船員教育機関で定められている養成定員の学生及
　　び生徒等を受け入れるためには、海王丸も含めた５隻

○財務状況
①法人又は特定の勘定で、年度末現在
　に100億円以上の利益剰余金を計上
　している場合、その規模の適切性（当
　該利益剰余金が事務・事業の内容等
　に比し過大なものとなっていないか）
②事業の受益者の負担、民間からの寄
　付・協賛等の自己収入の拡大に向け
　た取組 Ａ

有効性等、
ⅱ）事務・事業の目的及び内容に照ら
　した資産規模の適切性
ⅲ）現在の場所に立地する業務上の
　必要性等
ⅳ）資産の利用度等
ⅴ）経済合理性
　といった観点に沿った保有の必要性
　についての検証（財源調達の際の実
　質的なコストを勘案し、それに見合う
　便益が得られるかどうかを慎重に検
　証）

び生徒等を受け入れるためには、海王丸も含めた 隻
　　の練習船隊規模が必要であり、規模は適切である。
ⅲ）洋上を移動する練習船につき該当しない。なお、基地
　　（船籍港）は、実習生の交通利便性及び船隊の停泊場
　　所確保の面から東京港としている。
ⅳ）全国15の学校から約20の養成課程の異なる実習生を
　　受け入れており、5隻の実習生受入定員に対する実習
　　生受入割合（充足率）は平均で　81.0％であり、男女の
　　部屋分け等の必要性から受入限界の85％に近い状況
　　である。
ⅴ）練習船は、多数の学生を訓練することを目的としてお
　　り、その機能・構造は特殊船であることから、基本的に
　　一般の船舶を賃借して業務を遂行することはできない。
　　　このため、必要な船員の養成規模の観点から、必要
　　最小限の５隻の専用練習船を保有し、効率よく学生を
　　配乗するとともに、原則３０年以上の長期に亘り使用す
　　ることにより、最大のコストパフォーマンスを得ている。

次頁に記載

　　　　　　　　　　　　　(次頁に続く）
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○晴海・有明桟橋
ⅰ) ５隻の練習船が東京港に帰港・着岸する際に、輪番で
　　活用している。
ⅱ) 基地に練習船が集結して、実習生の乗船・下船等を
　　行っており、その際には、２つの専用桟橋に加えて公
　　共岸壁も必要となり、残り３隻の公共岸壁を確保する
　　にも苦慮しているのが実情。
ⅲ)東京港は各船の帰港が集中することから、東京港内
　　に各船の安定した停泊場所が必要である。
ⅳ)晴海桟橋は年１３９日、有明桟橋は年１２１日、利用し
　　ており、その状況は一定している。
ⅴ）公共埠頭は一般商船の経済活動に使用されるのが
　　第一優先であり、練習船が東京港に集中するときに
　　5隻分の停泊場所を安定的に確保することは、物理的
　　に困難である。桟橋の設置コストは必要であるが、使
　　用料は無償（公共埠頭は有料）であることも合わせ、
　　基地における停泊場所の安定的な確保という目的に
　　照らし、長期に亘り効率的に利用することにより大きな
　　便益を得ている。

・乗船事務室（土地・建物）
ⅰ）台風来襲等緊急時における実習生等の避難・待機・宿
　　泊場所、練習船の船用品や予備品の一括管理システ

ム 物品管理場所等と 陸上から 様 な支援

Ａ
　　ムの物品管理場所等として、陸上からの様々な支援
　　及び実習生の乗下船時の物理的拠点として使用して
　　いる。
ⅱ) 建物は多目的に使用しており、それぞれの使用目的
　　から現行の施設規模は必要不可欠である。
ⅲ)基地機能を構成する乗船事務室が東京港に立地する
　　ことは、陸上からの様々な支援及び実習生の乗下船
　　時の物理的拠点として利用するために必要である。
ⅳ)物品管理保管に通年利用、乗組員の待機等において
　　も年間２５０日を越えており、その他会合、集団検診等
　　利用するほか、２１年度においては、新型インフルエン
　　ザへの対応として、一時的な感染者の隔離等に有効
　　に活用するなど利用度は高い。
ⅴ）同室を売却し、同様な施設を借りた場合、同室の現行
　　維持管理費に比べ、相当高額な追加費用が発生する
　　ことから、同室を法人が所有し、使用することが適当
　　である。

(次頁に続く）
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○交通艇
ⅰ）練習船が京浜地区に停泊する場合、各船の人員、荷
　　物の輸送、補油等の警戒及び法人所有の諸施設（岸
　　壁、浮標等）の保安点検作業や、これらへの緊急対応
　　に使用している。
ⅱ) 練習船１隻の定員の1/2程度を輸送できる規模（１．５
　　時間未満の運航は９０名定員）にしている。
ⅲ）船舶につき該当なし。なお、緊急時に対応できるよう、
　　係留地を乗船事務室としている。
ⅳ)年間運航日数は１３９日である。
ⅴ）交通艇に代わり通船を雇った場合、年間１４０日程度
　　の使用で１．６倍程度の経費を要する。

○月島浮桟橋
ⅰ) 交通艇を係留させるため必要不可欠。
ⅱ) 交通艇１隻を係留する規模。
ⅲ）乗船事務室と同じ。
ⅳ)交通艇の係留場所として、通年利用。
ⅴ）同様な浮桟橋の市場はなく、また、経費が発生するわ
　　けでもないので、法人が保有することが適当である。

②
ⅰ）、ⅱ）、iii)及びⅳ）

前頁に記載

②賃貸により使用する建物、構築物、
　土地等について、
ⅰ）法人の任務・設置目的との整合性、
　任務を遂行する手段としての有用性
　・有効性等、
ⅱ）事務・事業の目的及び内容に照ら
　した資産規模の適切性
ⅲ）現在の場所に立地する業務上の
　必要性等
ⅳ）資産の利用度等
ⅴ）経済合理性
　といった観点に沿った賃借の必要性
　についての検証（財源調達の際の実

質的なコストを勘案し それに見合う
）、 ）、 )及び ）

　　練習船（海王丸）・・・法人が借り受けることを前提とし
　　て建造されており、上記、保有する練習船に同じ。
ⅴ）固定資産税及び消費税を合わせた最低の賃借料と
     している。

③
ⅰ）練習船の実行可能な最大充足率（年間平均85％）か
　　ら現状の充足率（81％）を差し引いた隙間（4％）を有効
　　活用し、海事行政機関等の要請に応じ、１２機関から
　　延べ２０１名に対し運航実務研修を実施している。
ⅱ）国の政策により、関連船員教育機関から多数の学生
　　及び生徒等を受け入れ、充足率は８１.０％に達してい
　　る。４隻の練習船の保有と１隻の練習船の賃貸は受託
　　実習生数に対して最小限の規模である。
ⅲ）新たに内航用練習船を建造すると同時に、老朽化した
　　汽船練習船１隻を処分することを検討している。

(次頁に続く）

　質的なコストを勘案し、それに見合う
　便益が得られるかどうかを慎重に検
　証）

③上記の検証結果及び財務諸表にお
　ける減損又はその兆候、「遊休資産」
　等の状況等を踏まえ、
ⅰ）本来業務に支障のない範囲での有
　効活用可能性の多寡、
ⅱ）政策的必要性や効果に応じた必要
　最小限の保有・賃借となっているか、
ⅲ）効果的な処分
　といった観点に沿った処分等の検討
　及び検討結果を踏まえた取組
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④特に、東京事務所、海外事務所、研
　修施設等について、引き続き設置し続
　ける必要があるか、効率化を図ること
　ができないか等（廃止、統合、組織の
　枠を超えた共用化等ができないか）

④  乗船事務室及び各桟橋について、現在の場所に引き
　続き設置することは、上記①ⅲ)のとおり、最も効率的で
　ある。

３頁に記載

①　該当なし

②　法人の現金・預金は、運営費交付金の受入時期、支出
　時期の資金繰りを考えると短期間で決済されており、中期
　計画期間中の毎年の利益剰余金は積立金として計上し、
　中期計画終了後に国庫に返納することとしていることか
　ら、不要に保有している金融資産にはあたらない。
　　 なお、有価証券等はない。

③　該当なし

④　積立金は運営費交付金予算の執行残のみであり、中期
　計画終了後に国庫に返納することとなっている。

　【積立金の額】
18年度～20年度（総額） 181 576 313円

（金融資産）
①個別法に基づく事業において運用す
　る資産（以下「事業用資産」という。）
　について、任務を遂行する手段として
　の有用性・有効性、事務・事業の目的
　及び内容等に照らした資産規模の適
　切性の観点からの見直し（財源調達
　の際の実質的なコストを勘案し、それ
　に見合う便益が得られるかどうかを
　慎重に検証）及び見直し結果を踏ま
　えた取組
②事業用資産以外も含め、保有する現
　金・預金、有価証券等の資産につい
　て、負債や年度を通じた資金繰りの
　状況等を考慮した上での、保有の必
　要性、保有目的に照らした規模の適
　切性の観点からの見直し（財源調達

の際の実質的なコストを勘案し それ

Ａ

　18年度～20年度（総額）　 　　181,576,313円
　21年度（単年度）　　　　　　　　340,314,739円

　の際の実質的なコストを勘案し、それ
　に見合う便益が得られるかどうかを
　慎重に検証）及び見直し結果を踏ま
　えた取組
③融資等業務以外の債権のうち貸付金
　について、当該貸付の必要性の検討
④積立金の規模
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（知的財産等）
　実施許諾等に至っていない知的財産
について、その原因・理由、実施許諾の
可能性、維持経費等を踏まえた保有の
必要性の観点からの見直し及び見直し
結果を踏まえた取組

　第２期中期計画中、1件の特許取得並びに１件の特許出
願申請中である。これらの特許については実施許諾に至っ
ていない。法人は、営利を目的としない教育訓練に係る知
的財産を主に所有するため、実施許諾にはなりにくい。
　一方、外部研究機関と連携し、実船実験に基づいた知的
財産については、実施許諾に至る可能性は低くない。
　これらを踏まえ、今後も特許を保有した上で、研究活動の
質的見直しを図ることにより、実施許諾に至る可能性の高
い外部研究機関等との研究交流拡大の取り組みを実施し
ている。
　なお、法人が特許権を取得する理由は、訓練に係る特許
を他社が取得した場合に、使用料を請求されることを排除
するためであり、現在維持している特許も訓練内容に係わ
るものである。
　特許権維持に必要な特許料は免除されているため、経費
は発生していない。

Ａ
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①保有する練習船等について、
ⅰ）活用状況は、上記「保有資産全般の見直し」のとおり。

ⅱ）上記「保有資産全般の見直し（実物資産）」により、充
　　足率は81％であり、頻度は高いといえる。

ⅲ）平成２１年度の修繕費(法定検査費用を含む）は、次
　　のとおり。
　　・練習船：562,000千円
　　・交通艇：　 3,830千円
　　・桟橋：　　　　－

ⅳ）５隻の練習船の実習生充足率は81％に達し、受入限
　　界の85％との差４％は研修等に活用しているため、
　　これ以上の利用拡大の余地はない。そのため、訓練
　　負担金を引き上げることで自己収入を向上させるよう
　　取り組んでいる。

・　練習船の保持については、30年以上も使用する
　ことになると、極めて老朽化が著しく、安全の確保
　に大きな問題があり、かえって多額な維持管理費
　用が発生することにもなる。
　　代船建造を長期的に計画するとともに、財源調
　達の仕組みを設定すべきである。それによって、
　練習船建造費用を低減させることにもつながる。

②賃貸により使用する練習船（海王丸）について、
ⅰ）、ii)、iii)及びiv）
　　他の４隻の練習船と同じ。

○資産の運用・管理
（実物資産）
①保有する建物、構築物、土地等につ
　いて、
ⅰ）活用状況等の把握
ⅱ）活用が低調な場合は、その原因の
　明確化及びその妥当性の検証
ⅲ）維持管理経費、施設利用収入等の
　把握
ⅳ）アウトソーシング等による管理業務
　の効率化及び利用拡大等による自己
　収入の向上に係る取組
②賃貸により使用する建物、構築物、
　土地等について、
ⅰ）活用状況等の把握
ⅱ）活用が低調な場合は、その原因の
　明確化及びその妥当性の検証
ⅲ）維持管理経費、施設利用収入等の
　把握
ⅳ）アウトソーシング等による管理業務
　の効率化及び利用拡大等による自己
　収入の向上に係る取組
③宿舎（借上物件を含む）について入

居率が低い 空き部屋数が多い 当

Ａ

③　該当なし

④　該当なし

⑤　該当なし

⑥　上記船舶以外に該当する設備等はない。

　居率が低い、空き部屋数が多い、当
　該独法の役職員以外の者の入居部
　屋数が多いものはないか。
④宿泊施設及び教育・研修施設・ホー
　ル・会議所（借上物件を含む）で稼働
　率が低いものはないか。
⑤展示施設（借上物件を含む）の利用
　者数と経費は適切か。
⑥高額（取得価格５０００万円以上）な
　設備・機器、車両・船舶の稼働状況
　と経費は適切か。

7



①　該当なし

②　該当なし

（知的財産等）
特許権等の知的財産について、出願・
　活用の実績及びそれに向けた次の取
　組
ⅰ）出願に関する方針の策定
ⅱ）出願の是非を審査する体制の整備
ⅲ）知的財産の活用に関する方針の策
　定・組織的な活動
ⅳ）知的財産の活用目標の設定
ⅴ）知的財産の活用・管理のための組
　織体制の整備 等

ⅰ）出願に関する方針は、独立行政法人航海訓練所第２
　　期中期計画に策定。
ⅱ）独立行政法人航海訓練所職務発明規程を定め、出願
　　の是非を審査する審査会並びに審査体制を構築して
　　いる。
ⅲ）知的財産の活用に関する方針等については、「船舶
　　の安全運航、海洋環境対策等の船舶運航技術に関し
　　て練習船で取組むことが可能な研究については、積極
　　的に外部研究機関等と提携し、実船による諸データ及
　　びその解析結果等を広く提供する。」と第２期中期計画
　　に策定し、組織的に取り組んでいる。
ⅳ）知的財産の活用については、練習船等における有効
    活用を検討中である。
ⅴ）知的財産の活用 管理を組織的に実施するため 平成

Ａ

・　平成20年に研究調査室として再編したことにより、
　知的財産の活用・管理がどう変わったのかを検証
　すべき。

－

（金融資産）
①個別法に基づく事業において運用す
　る資金について、運用方針等の明確
　化及び運用体制の確立
②融資等業務による債権で貸借対照
　表計上額が100億円以上のものにつ
　いて、貸付・回収の実績のほか、貸付
　の審査及び回収率の向上に向けた取
　組

ⅴ）知的財産の活用・管理を組織的に実施するため、平成
　　20年度に研究調査室として再編し、組織体制の整備に
　　努めている。
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①　法人独自の諸手当とされている特殊勤務手当（帆船作
　業に係るもの）は、航海訓練所が独法化される以前に、
　航海訓練所のみを対象として人事院規則で定められて
　いたが、独法化に伴い、国に当該手当の支給対象機関
　がなくなったためであり、当該手当は航海訓練所が独法
　化以前の取扱いを継承しているもので、国に準じた手当
　である。
　　また、法定外福利費は（永年勤続表彰、定年退職者表
　彰）、航海訓練所が独法化される以前より行ってきた「国
　土交通省表彰規則」に準じる取扱いであり、当該表彰は
　航海訓練所が独法化以前の取扱いを継承しているもの
　で、国に準じた取扱いである。

②  互助組織及び食事補助に係る支出並びにその他国や
　他法人で支出されていないものと同様の支出は行ってい
　ない。

③  保険料については、労使折半になっている。

④  国における支度料の運用に準じて、外国旅行期間が
１ヶ月以上となる場合支給することとしている。

Ａ

○人件費管理
①諸手当及び法定外福利費について
　の昨年度政独委からの指摘事項への
　対応（建研、奄美基金を除く）
②「独立行政法人の法定外福利厚生費
　の見直しについて」（平成22年５月６日
　総務省行政管理局長通知）の内容 ⅰ
　）法人の互助組織への支出の廃止、
　ⅱ）食事補助の支出の廃止、ⅲ）国や
　他法人で支出されていないものと同様
　の支出の原則廃止）が守られている
　か。
③保険料の法人負担割合が２１年度末
　時点で５０％を超えていないか。
④出張の際の支度料が２１年度末時点
　で存在していないか。
⑤法人の給与水準自体が社会的な理
　解の得られるものとなっているか。
⑥国家公務員と比べて給与水準が高
　い場合、その理由及び講ずる措置（
　法人の設定する目標水準を含む）に
　ついての法人の説明が、国民に対し
　て納得の得られるものとなっている

か 　１ヶ月以上となる場合支給することとしている。

⑤  法人の給与制度は、国の制度に準じている。

⑥  平成２１年度対国家公務員指数は、９９．１％である。

⑦　国の財政支出割合は大きいが、累積欠損はなく、給与
　水準は国の制度に準じている。

⑧　中期計画に掲げる人件費５%以上の削減については、
　定年退職後の不補充及び人事異動に伴う新陳代謝によ
　り、平成１８年度に達成。また、国家公務員の給与構造改
　革を踏まえた役職員の給与体系の見直しを進めている。

　か。
⑦国の財政支出割合の大きい法人及
　び累積欠損のある法人について、国
　の財政支出規模や累積欠損の状況
　を踏まえた給与水準の適切性に関す
　る法人の検証状況
⑧総人件費改革についての取組の状
　況と平成１８年度からの５年間で５％
　以上の削減を確実に達成するための
　展望（併せて、給与水準又はラスパ
　イレス指数が上昇している場合には、
　その理由）
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①
・審査体制の整備として、国の会計法令に準じた規定等を
　定め契約審査委員会で対処しているとともに会計監事監
　査を受けている。
・契約事務の一連のプロセスとしては、契約要求があった
　場合、会計課において「(独）航海訓練所会計規程」、
　「(独）航海訓練所契約事務取扱細則」に基づき契約手続
　きを行っている。
・執行・審査の担当者間の相互牽制としては契約執行担当
　者と審査支出執行担当者は兼職していないため、相互牽
　制が確保されている。
・契約監視委員会において、改善すべき点等があると認め
　られた時は、理事長に対し意見具申又は勧告を行い、こ
　れを行った際は公表することとしている。
・再委託の把握措置としては書面による承認を得た場合
　を除くほか、再委託をしてはならない旨の条項を契約書
　に明示している。
・一般競争入札における１者入札については、「船舶用燃
　料油の購入」についての1者応札が19年度0件から20年
　度7件に増えたのが主な要因である。原油価格の高騰
　による市場の混乱が要因と思われる。対策としては、契
　約監視委員会で燃料油につい審査したところ、19年度・
　21年度ともに1者応札は0件であったことから、契約手続

きに問題はないとされた 21年度においては仕様書変更
Ａ

○契約
①契約についての昨年度政独委から
　の指摘事項への対応
（指摘事項）
・契約事務手続に係る執行体制や審
　査体制の確保に関する評価結果

　以下に留意した検証が評価結果に
　おいて言及されていない。
　ⅰ)審査体制の整備方針
　ⅱ)契約事務の一連のプロセス
　ⅲ)執行・審査の担当者（機関）の
　　相互牽制
　ⅳ)審査機関の長から法人の長に対
　　する報告等整備された体制の実
　　効性保持の考え方

・契約の第三者委託に関する評価結
　果
　
　再委託の把握措置について、契約
　書のひな形や内部規程等において
　措置条項を定めておらず、その原

因 理由を明らかにした上での評 　きに問題はないとされた。21年度においては仕様書変更
　や参加要件拡大等の措置を講じたところ、1者応札は
　20年度30件から21年度21件に減少している。

②　20年度8件競争性のない契約があったが、21年度に
　おいては6件（目標件数5件）とした。なお１件は急遽発
　生した案件で契約の性質又は目的が競争を許さない案
　件となっている。当初目標とした競争性のある契約への
　移行について達成している。

③ 再委託の実績なし。

④　20年度1者応札　82件中30件 37%
   　21年度1者応札　89件中21件 23.6%
　前年度よりも公告期間や仕様等を見直した結果、１者応
　札の割合は減少してい る。

　因・理由を明らかにした上での評
　価がされていない。

・一般競争入札における１者入札に
　関する評価結果
　
　19年度に比べて１者応札割合が増
　加しているが、原因等について評
　価結果において明らかにされてい
　ない。

②随意契約見直し計画における競争
　性のない随意契約の削減目標（件
　数）の達成状況
③随意契約による契約において再委
　託割合（金額）が５０％以上の案
　件がないか。
④１者応札の割合（件数）が５０％
　以上又は前年度より増加となって
　いないか。
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①　所議及び理事会（いずれも週１回）を開催している。
　船隊と陸上の職員を一堂に会した会議（3月、9月、1月）
　を開催し、また、年間を通して理事長が査察を実施して
　いる。この他、必要に応じてタスクフォースを立ち上げて
　いる。
　　これらを通して、確実に指揮・命令が行われている。

②　上記①の会議体及びタスクフォースによりミッションが
　徹底されている。

③　ミッションを達成するための組織構造は人材、練習船
　隊、訓練カリキュラムであり、人材育成、船隊の安全確保、
　訓練の質の改善についてPDCAサイクルにより、リスクを
　取り除いているほか、外部委員を含む内部評価委員会を
　設置し、当該評価結果を年度計画等に反映させている。

④　上記PDCAサイクルによる見直し結果のほか、外部委
  員を含む内部評価委員会の評価結果等に基づき、内部統
　制の現状を適切に把握し、これらを踏まえ年度計画に反
　映させている。

Ａ

○法人の長のマネジメント
①法人の長がリーダーシップを発揮で
　きる環境は整備されているか。
②法人のミッションを役職員に対し、具
　体的に周知徹底しているか。
③法人のミッション達成を阻害する課題
　（リスク）のうち、組織全体として取り組
　むべき重要なものについて把握し、対
　応しているか。また、それを可能とする
　ための仕組みを適切に構築している
　か。
④法人の長は、内部統制の現状を適切
　に把握しているか。また、内部統制の
　充実・強化に関する課題がある場合に
　は、当該課題に対応するための計画
　が適切に作成されているか。

①　マネジメントの単位を「航海訓練の実施」、「研究の実
　施」、「社会に対する成果等の普及・活用促進」としており、
　これらにアクションプランを設定している。

②　アクションプランの実施に係るプロセス及び結果につ
　いては、各アクションプラン毎に文書及び口頭による報告
　のほか、実習生に対するアンケート調査、更には教育査
　察等によるモニタリングを実施し、その結果を次のアクショ
　ンプランや予算等に反映させている。

Ａ

○法人の長のマネジメントに係る推奨
　的な取組
①マネジメントの単位ごとのアクションプ
　ランを設定しているか（評価指標の設
　定を含む）。
②アクションプランの実施に係るプロセ
　ス及び結果について、適切にモニタリ
　ングを行い、その結果を次のアクショ
　ンプランや予算等に反映させている
　か。
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①　法人の長の規律あるマネジメントについて留意して監
  査した結果、法人の関連内部規程により定められた意
  思決定ルールは厳に実行されていることが確認された。

②　法人の長並びに関係役員に対し、文書及び口頭によ
   り報告されている。

③　監事監査や外部委員を含む契約監視委員会のほか
  監査法人による指導・助言により対外的な透明性を確保
　するとともに、事業の進捗状況については、適宜業務に
　関するモニタリングを実施し、その結果を外部委員を含
　む内部 評価委員会において評価することにより事業の
　実効性を上げている。

①　該当なし

②　該当なし

③　該当なし －

○関連法人
①委託先における財務内容を踏まえた
　上での業務委託の必要性、契約金額
　の妥当性等
②出資目的の達成度、出資先の経営状
　況を踏まえた上での出資を継続する
　必要性
③関係法人に利益剰余金がある場合

の国庫等への返納の必要性

Ａ

○その他内部統制
① 監事監査において法人の長のマネ
　ジメントについて留意されているか。
②監事監査において把握した改善点等
　については、必要に応じ、法人の長、
　関係役員に対し報告されているか。
③各法人における事業の内部審査や自
　己評価について、法人内部限りで完
　結させず対外的な透明性が確保され
　ているか、事業の実効性が上がるも
　のとなっているか。

④　該当なし

①　目標期間に目標が達成出来るよう、各年度毎の達
  成目標を定め取り組んでいる。各年度毎に達成状況を
　確認しており、全ての目標について達成見込みである。

②　内航用練習船を整備し、帆船練習船２隻、汽船練
  習船２隻及び内航用練習船の新たな練習船５隻体制
  による航海訓練について、要員配置、実習生配乗及
  び訓練内容などを検討している。

Ａ

　の国庫等への返納の必要性
④競争性を高めたコスト縮減、情報公
　開の徹底等が行われているか。

○中期目標期間終了時の見直し
①中期目標において、目標期間中に取
　り組むこととされている事項のうち、取
　組時期等が明記されていないものに
　ついて、目標達成に向けた各年度に
　おける具体的な取組状況
②業務実績の評価にとどまらず、業務
　の必要性や新たな業務運営体制の
　考察
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①　業界関係者の練習船見学会、意見交換会などによ
　り、積極的にニーズの把握に努め、業務の改善を図っ
　ている。

②　法人の中期計画及び年度計画に基づく実習訓練業
　務、研究業務等が各練習船において積極的に実施され
　るよう、諸会議や研究発表会の場において各練習船か
　らの報告も実施させる等の工夫を行っている。
　　また、研究業務の活性化に資することを目的に、法人
　ＯＢの寄附による基金で表彰制度を設け、研究業務に
　おいて顕著な成果を上げた若手教官を表彰している。

○個別法人
　政独委からの平成２０年度業務実績
評価における指摘事項において個別意
見があった事項（４法人６事項）への対
応状況（当該法人のみ）

該当なし －

＜記入要領＞・項目ごとの評定の欄に、以下の段階的評定を記入する。
ＳＳ：特筆すべき優れた実施状況にあると認められる。

Ａ

○業務改善のための役職員のイニシア
　ティブ等
①法人業務に対する国民のニーズを把
　握して、業務改善を図る取組を促すア
　プローチ
② 法人における職員の積極的な貢献
　を促すための取組（例えば、法人の姿
　勢やミッションを職員に徹底する取組
　や能力開発のための取組等）を促す
　アプローチ

           ＳＳ：特筆すべき優れた実施状況にあると認められる。
           Ｓ　：優れた実施状況にあると認められる。
           Ａ　：着実な実施状況にあると認められる。
           Ｂ　：概ね着実な実施状況にあると認められる。
           Ｃ　：着実な実施状況にあると認められない。
           ・ＳＳをつけた項目には、特筆すべきと判断した理由として、他の項目における実績との違いを意見欄に明確に記述するものとする。
           ・必要な場合には、意見欄に意見を記入する。
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